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はじめに 

 

 近年、日本各地で、大きな地震、豪雨、火山噴火等による大規模災害が発生し、多

くの人命やライフライン等が失われた。 

 地震災害では、平成 7 年 1 月 17 日にマグニチュード 7.3、最大震度 7 の兵庫県南部

地震（阪神・淡路大震災）が発生し、死者 6,434 名、行方不明者 3 名、負傷者 43,792

名、被害総額約 10 兆円の被害を受けた。平成 23 年 3 月 11 日には、マグニチュード

9.0、最大震度 7 の東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）が発生し、死者 15,893 名、

行方不明者 2,567 名、負傷者 6,152 名、被害総額 16 兆円から 25 兆円と試算される未

曾有の被害をもたらした。また、平成 28 年 4 月 16 日にマグニチュード 7.3、最大震

度７を 2 回記録した熊本地震では、前震、本震の後も大きな余震がたびたび発生し、

死者 49 名、行方不明者 1 名、建物被害約 52,550 棟（平成 28 年 5 月 5 日現在）の大

きな被害をもたらしている。 

 一方、近年の地球温暖化の影響と思われる豪雨災害も各地で発生している。平成 26

年 8 月に広島県で発生した土砂災害では、死者 75 名、負傷者 44 名、建物の被害は 430

棟にも及び平成 27 年 9 月に発生した関東・東北豪雨は、鬼怒川の決壊により死者 8

名、負傷者 78 名、建物約 4,000 棟の被害をもたらした。また、火山活動も活発になり、

平成 26 年 9 月に御嶽山が噴火し、平成 27 年 5 月には口永良部島の新岳が噴火してい

る。 

 このように日本各地で多くの災害が発生している中、本市では、南海トラフ巨大地

震や富士川河口断層帯の活動による地震、富士山噴火、大雨特別警報が発表されるよ

うな豪雨等の災害が予想されているが、被災した場合は、本市の職員だけでは対応は

極めて困難である。このため、災害時相互応援協定を締結している自治体職員、広域

で派遣される自治体職員、災害ボランティア等の人的支援、また、食料などの応援物

資等の支援を有効に活用しなければならない。 

 このようなことから、過去の被災地等の検証をもとに、全国からの「支援」を効率

的かつ有効に利用できるよう、予めどのように「支援」を受けるのか決めておく必要

がある。 

 

 なお、本計画では、富士宮市消防本部緊急消防援助隊受援計画及び富士宮市災害時

等医療救護計画は対象としない。 

ただし、富士宮市災害時等医療救護計画における第８医療救護活動の４避難所等に

おける保健衛生活動は対象とする。 
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Ⅰ 計画の基本方針 

 １ 計画の目的 

未曾有の被害をもたらした兵庫県南部地震や、東北地方太平洋沖地震及び熊本

地震では、職員自身の被災、市役所庁舎自体の被災による機能障害や行政機能の喪

失、交通途絶による職員の登庁の遅れ、初期情報の不足による状況把握の遅れ等の

要因が重なり、発災直後の初動体制の構築、迅速な応援要請に支障をきたした。そ

の後も全国の自治体から多くの応援職員を受け入れたが、応援職員に対し配備や活

動の明確な指示ができず、さらには宿舎の確保、食料の供給、道案内等の対応に困

難を極めた。 

また、発災直後から多くのボランティアの受け入れを始めたが、明確な定めが

なかったため、ニーズの把握やコーディネート等に多くの課題を残したとされてい

る。 

   大規模災害時には、膨大な災害対応業務が発生するとともに、継続すべき通常

業務にも対応しなければならないが、一方で庁舎の被害や職員の被災により、行

政機能が大幅に低下する事態が想定される。このような状況下にあって、様々な

事態に迅速に対処するためには、支援を行う側が被災自治体の負担とならないよ

う十分配慮を行うことはもちろんであるが、支援を受ける側も、他の自治体、関

係機関、ＮＰＯ、ボランティア、企業など多方面からの支援を最大限に活かせる

よう、支援を要する業務（経常業務・緊急業務）や受入体制を予め具体的に定め

ておく必要がある。 

このため、より効率的かつ効果的に支援受入れ体制を整えておくことを目的に、

「富士宮市災害時受援計画」（以下、「受援計画」という。）を策定した。 

なお、被害が大きく、市内において支援のためのスペース等が確保できない場合

や被災者への適正な対応が困難な場合には、支援元の自治体で支援作業を依頼する

ことも一つのケースとして考慮することとする。 
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２ 初動の応援要請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 対象となる危機事象 

  ⑴ 南海トラフ巨大地震 

  ⑵ 東海地震 

  ⑶ 富士川河口断層帯による大地震 

  ⑷ 富士山噴火 

  ⑸ 大雨等による大規模土砂災害 

  ⑹ 大型台風による大規模災害 

 

 

 

 

報告 

災害発生 

災害対策本部 

応援受入 

情報収集 

市長応援要請 

地方公共団体から

の自主的な応援 

先遣隊からの問

い合わせ 

状況報告 

①被害状況 

②職員の被災状況 

応援要請 

災害対策本部を通さ

ず直接応援要請 

県を通じて要請 協定に基づく要請 

災害時応援協定に基

づく関係機関 
地方公共団体等 

自衛隊 
緊急消防

援助隊 

各班 

災害関係機関 
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 ４ 受援が必要と予想される業務 

 

 業務等の名称 担当班 主管課等 資格等 

１ 
物資調達・受け入れ・仕分け・ 

配送業務 

商工振興班 

行政班 

商工振興課 

行政課 
不 要 

２ 被災建築物応急危険度判定業務 建物班 建築住宅課 判定士 

３ 被災宅地危険度判定業務 建物班 建築住宅課 判定士 

４ 応急仮設住宅建設業務 資産活用班 資産活用課 技 師 

５ 建物被害認定調査業務 財政班 

資産税課 

収納課 

市民税課 

不 要 

６ 道路・河川・橋梁・建物等の復旧業務 応急復旧班 都市整備部 技 師 

７ 上水道の復旧・応急給水業務 
水道業務班 

水道工務班 

水道業務課 

水道工務課 
技 師 

８ 下水道の復旧業務 下水道班 下水道課 技 師 

９ り災証明書の発行業務 市民班 市民課 不 要 

１０ 保険証再交付等の業務 保険年金班 保険年金課 不 要 

１１ 税に関する業務 財政班 

資産税課 

収納課 

市民税課 

不 要 

１２ 
仮設住宅の申込み受付・入居手続き

業務 
建物班 建築住宅課 不 要 

１３ 
市民及び外国人市民における被災者

への総合支援業務 

市民生活班 

市民交流班 

（被災者支援センター） 

市民生活課 

市民交流課 

不 要 

外国人

通訳等 

１４ 避難所における保健衛生活動業務 
医療救護・ 

健康支援班 
健康増進課 保健師 

１５ 災害ガレキ処理業務 生活環境班 生活環境課 不 要 

１６ 避難所の連絡調整業務 地区担当総括班 監査委員事務局 不 要 

１７ 
災害ボランティア活動業務 

（派遣要請・受け入れ・配置） 
ボランティア班 高齢介護支援課 不 要 

  

 本計画では、上記１７の業務について計画するが、被害の程度や復旧までに長期間

を要すことになる場合は、これ以外にも受援業務が発生する可能性がある。 

 

 

 



5 

 

５ 宿泊先の確保 

  富士宮市では、平成２２年１月２９日に「富士宮ホテル旅館料理組合」と災害時

等の協力に関する協定を締結している。協定内容は、大規模災害が発生した場合に、

災害復旧にあたる者に優先的に宿泊施設を提供していただくことと定めている。こ

のため、本市において大規模災害が発生し、復旧等にあたる他自治体等からの職員

等が短、中、長期に滞在する場合は、次頁に記載の各施設から選定することとする。 

  なお、この調整は、富士山世界遺産班（富士山世界遺産課）とし、災害対策本部

からの指示により富士宮ホテル旅館料理組合及び休暇村富士と調整を行い、宿泊先

を決定し、要請のあった班への指示、災害対策本部への報告を行う。 

  

◆事務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△△班 

災害対策本部 

富士山世界遺産班 

（富士山世界遺産課） 

富士宮ホテル旅館料理組合の各施設 

休暇村富士 

①要請 

（受援シート） 

②指示 

③要請 ④回答 

⑤指示 

 

⑤指示 

 

 

 

⑤報告 

○○班 

①要請 

（受援シート） 
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◆富士宮ホテル旅館料理組合施設一覧表 
                     事務局：富士宮市豊町１８－５  

                             

 施 設 名 住 所 ☎・FAX(0544) 
上段☎ 下段 FAX 

収容 
人数 備 考 

１ 割烹旅館 
小川荘 大宮町 10-1 ２６－２１９７ 

２３－７７２３ ３１ 富士宮駅周辺 
エリア 

２ 割烹旅館 
たちばな 野中 1085-4 ２７－７０００ 

２４－０１０４ ６１ 富士宮駅周辺 
エリア 

３ 鉱泉旅館 
ほし山 星山 84-2 ２６－３６０８ 

２６－１１７８ ６２ 富士宮駅周辺 
エリア 

４ かめや旅館 大宮町 23-6 ２７－００６１ 
２７－５５６６ ５８ 富士宮駅周辺 

エリア 

５ 
富士宮 
グリーンホ
テル 

東町 23-18 ２３－１９１９ 
２３－８４００ 

５８ 富士宮駅周辺 
エリア 

６ 
富士宮 
富士急ホテ
ル 

中央町 15-18 ２３－６６６６ 
２４－７５５１ １４８ 富士宮駅周辺 

エリア 

７ 
くれたけイ
ンプレミア
ム 

中央町 11-19 ２５－１５１１ 
２５－１５００ 不明 富士宮駅周辺 

エリア 

８ 
ゲストハウ
ス 
ときわ 

中央町 14-15 ５５－１１９９ 
６８－２６１２ 不明 富士宮駅周辺 

エリア 

９ 富 嶽 温 泉 
花の湯 

ひばりが丘
805 

２８－１１２６ 
２５－８１８２ 不明 富士宮駅周辺 

エリア 

10 旅館 
しのはら 西町 17-1 ２７－１８３０ 

２４－１８０８ ３０ 西富士宮駅エリア 

11 西ふじ旅館 貴船町 10-5 ２６－３０９７ 
２６－５６２９ １７ 西富士宮駅エリア 

12 

スポーツビ
レッジ 
村山ジャン
ボ 

村山 1071-2 ２７－８４３８ 
２６－４４３８ １３７ 北部エリア 

13 
ビジネス旅
館 
富 士 

上井出 767-1 ５４－０１３１ 
５４－０１３１ ３４ 北部エリア 

14 民宿旅館 
明 石 上条 1070-1 ５８－３７５５ 

５８－３６９６ ４５ 北部エリア 

15 民宿旅館 
中 京 下条 309-2 ５８－００４０ 

５８－００４０ ４８ 北部エリア 

16 民宿旅館 
せ と 精進川 395-1 ５８－１８０６ 

５８－８２８０ ３９ 北部エリア 

17  ふもとっぱ
ら 麓 156 ５２－２１１２ 

５２－２１１３ １１７ 北部エリア 

18 西の家 上井出 1774 ５４－０２７７ 
５４－２６００ 

一般 95 
団 120 北部エリア 

19 芝川苑 内 房 山 口
1298 

６５－０５４２ 
６５－０５１０ ３２ 芝川エリア 

20 翠紅苑さく
ら 内房山口 385 ６５－０３６６ 

６５－２７２７ 不明 芝川エリア 

◆ 休暇村富士 ☎０５４４－５４－５２００   FAX０５４４－５４－２５５０ 
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Ⅱ 個別受援計画 

 １ 物資調達・受け入れ・仕分け・配送業務 

⑴ 担当 

 ア 物資調達・配送：商工振興班（商工振興課） 

災害対策本部と連携し、食品、生活必需品等救援物資の確保・供給及び流

通在庫物資の集配を行う。 

 イ 物資受け入れ・仕分け：市民体育館班（スポーツ振興課）・行政班（行政課） 

   市民体育館：市民体育館班（スポーツ振興課） 

   市 役 所：行政班（行政課）・企画戦略班（企画戦略課） 

 ⑵ 受援体制 

ア 受援が必要な場合は、別紙「受援シート」により災害対策本部へ要請する。 

イ 各班のリーダーは、支援者に対して簡単な研修を行い、業務内容などを説

明し配置についてもらう。また、業務終了後もミーティングを行い翌日に備

える。 

ウ 各班のリーダーは、その都度災害対策本部に報告するものとする。  

エ 救援物資の受け入れ場所は、市民体育館は第一体育室とし、市役所は車庫 

棟とする。 

オ 執務室は、市民体育館は会議室とする。市役所は行政課内とする。 

カ 休憩室は、市民体育館は武道場とする。市役所は休養室とする。 

キ 支援者の移動等は、公用車等によるものとする。 

ク 支援者食料は、災害対策本部に連絡し、必要数を確保しておく。 

ケ 支援者の宿泊先は、災害対策本部に要請し、富士山世界遺産班からの宿泊

先の指示を受ける。 

コ 物資の配送は、身延線を境に北側に位置する指定避難所は市民体育館班が、

南側に位置する指定避難所及び旧芝川町の区域に位置する指定避難所は行政

班が主に担当し、宅配業者や各避難所から来る車両等を利用して必要物資を

運搬する。また、自然発生的にできた避難所についても必要物資の運搬を行

う。ただし、指定避難所を最優先とする。 

⑶ 受援業務の内容 

   ア 必要物資の調達、自治体等から送られてくる支援物資の荷卸し、仕分け、

各避難所等への必要な物資配送業務 

イ 職員及び他自治体等からの支援者の食料の確保を行い、必要数を配送する。 

ウ 災害対策本部からの指示により、必要物資の調達を行う場合には、災害時

応援協定業者の中から必要物資を調達する（調達先、数量等の報告）。 

エ 各地等からの支援物資については、種類毎に仕分けを行い、配送しやすい

レイアウトにしておき、数量の確認をしておく（支援先、数量等の報告）。 

オ 救援物資は、提供者と協議して集荷場所を決定する。集荷場所から物資受

け入れ場所（市民体育館・市役所）へは、災害時応援協定を締結している「一

般社団法人静岡県トラック協会」又は、宅配業者を手配し輸送する。 

  また、救援物資必要箇所へは、宅配業者や各避難所から来る車両等に積み

込み配送する。 

カ その他、必要に応じて協議を行い迅速な対応をとる。  
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⑷ 協定業者  

物資の調達及び配送担当は、商工振興班（商工振興課）とする。 
 

◆物資の配送 
団体名 電話 FAX 協定内容（支援物資） 

一般社団法人静岡県 
トラック協会 

0545- 
33-1202 

0545- 
33-1248 

緊急物資輸送業務に関する協力 
【商工振興課】 

 
◆物資調達先 

団体名 電話 FAX 協定内容（支援物資） 

富士宮農業協同組合 58-0001 58-5340 玄米 6,000Kg・LPガス 100Kｇ 

富士宮薬業会 26-2371 26-2371 粉ミルク・紙おむつ・生理用品・洗剤・ゴミ袋など 

株式会社小野田本店 26-2300 26-1023 
小麦粉・インスタント麺・容器入り、飲料水・漬
物・缶詰・塩・味噌など 

株式会社丸繁 26-5149 27-4463 
小麦粉・インスタント麺・漬物･梅干･ 
缶詰・味噌･醤油･塩･上白糖･食用油 

有限会社丸和食品 27-2701 27-6660 小麦粉・インスタント麺・塩・上白糖・食用油 

静岡県わた寝具商工組合 
富士宮支部 

27-1895 27-3975 毛布・タオル 

株式会社トンボヤ 27-3385 27-3387 シャツ・下着類・作業衣・タオル・サラシ 

中川衣料株式会社 
0545- 

52-2206 
0545- 

51-4845 
作業衣・タオル・軍手・サラシ・雨具 

足袋庄商店 26-2314 26-1609 軍手・雨具・運動靴 

シンコーラミ工業株式会社 58-5022 58-4514 大人用紙おむつ 

太洋紙業株式会社 27-3166 27-0911 ティッシュペーパー・トイレットペーパー 

信栄製紙株式会社 27-2513 23-3300 トイレットペーパー 

株式会社タケウチ 24-0123 27-9529 
タオル・軍手・紙おむつ・生理用品・ 
カセットボンベ・カセットコンロなど 

株式会社西川 27-2185 23-2428 
タオル・ヤカン・ビニールシート・ゴミ袋・カセット
ボンベ・カセットコンロなど 

静岡県電機商業組合 
富士宮支部 

26-2983 26-0251 懐中電灯・乾電池 

株式会社マキヤ 
0545- 

36-1000 
0545- 

36-1500 
米・乾パン・小麦粉・インスタント麺・洗剤・ 
カセットボンベなど 

株式会社スーパーよどばし 23-3535 23-2273 
米・粉ミルク・小麦粉・インスタント麺・容器入り飲
料水・カセットボンベなど 株式会社スーパーよどばし 

デイズ（万野原店） 
22-4444 22-3911 

静岡県 LPガス協会 
富士宮地区会 

27-257６ 23-6395 水・LPガス 

株式会社エンチョー 
ジャンボエンチョー富士宮店 

22-3300 22-3200 
作業衣・タオル・ハンゴー・ビニールシート・固形
燃料など 

アサヒ飲料株式会社 
富士山工場 

58-9977 58-9988 飲料水 

大徳食品株式会社 
富士宮事業所 

59-2231 59-2232 食料 

株式会社東食品 24-4730 24-4729 食料 

株式会社松屋フーズ 
富士山工場 

59-1300 59-1301 サラダ等カット野菜 

イオンリテール株式会社 
イオン富士宮店 

25-5310 25-5820 主食・飲料・寝具・衣類・日用品・炊事用品 

株式会社カインズ 
0495- 

88-7100 
0495- 

88-7875 
日用品などの生活必需品 

マックスバリュ東海株式会社 
055- 

999-3100 
055- 

989-5051 
日用品などの生活必需品 
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２ 被災建築物応急危険度判定業務  

⑴  担当 

  建物班（建築住宅課）≪判定実施本部≫ 

   

⑵ 受援体制 

ア 大規模災害が発生し、応急危険度判定士が不足し受援が必要と判断した場

合、災害対策本部長は、静岡県地震被災建築物応急危険度判定業務マニュア

ルに基づき、判定支援本部（静岡県）に支援を要請する。 

・応急危険度判定支援要請書 （応急危険度判定 様式４） 

 要請手順：様式４により支援支部（土木事務所建築担当課）を通して、判定 

支援本部（静岡県）へ要請 

※ 応急危険度判定士は、判定支援本部（静岡県）への要請となるが、場合

によっては、災害時相互応援協定により協定市への要請となることもある。 

イ 応急危険度判定士の参集場所及び執務室は、市役所１１１・１１２会議室

とする。 

ウ 参集した応急危険度判定士の受付を行い、名簿を作成する。 

エ 判定コーディネーターは、被災宅地危険度判定士に対し、判定調査方法等

についてのガイダンスを行う。     

オ 必要な判定資機材は建物班が準備する。 

カ 参集場所から現地への応急危険度判定士の輸送方法は、原則として応急危  

険度判定士自らが手配した車又は徒歩とし、状況により実施本部が手配した 

自転車又はバスを利用することも検討する。 

 キ 応急危険度判定士の食料は、災害対策本部に連絡し必要数を確保しておく。 

ク 応急危険度判定士の宿泊先は、災害対策本部に別紙「受援シート」で要請

し、富士山世界遺産班から宿泊先の指示を受ける。  

 

⑶ 受援業務の内容 

    静岡県地震被災建築物応急危険度判定業務マニュアル及び平成８年４月５日

に設立された「全国被災建築物応急危険度判定協議会」が作成した応急危険度

判定必携に沿って業務を行う。 
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※判定実施体制フロー図（静岡県地震被災建築物応急危険度判定マニュアル） 
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３ 被災宅地危険度判定業務 

⑴  担当 

   建物班（建築住宅課）≪実施本部≫ 
 

⑵ 受援体制 

ア 大規模災害が発生し、被災宅地危険度判定士が不足し受援が必要と判断し

た場合は、災害対策本部と協議した上で、被災宅地危険度判定連絡協議会が

作成した実施本部マニュアル及び被災宅地危険度判定業務実施マニュアルに

基づき、支援本部（静岡県）に支援を要請する。 

・支援本部設置要請書（関係様式集 様式２） 

・被災宅地危険度判定士・判定調整員支援要請書（関係様式集 様式４） 

※被災宅地危険度判定士は、支援本部（静岡県）への要請となるが、場合に

よっては、災害時相互応援協定により協定市への要請となることもある。 

イ 被災宅地危険度判定士の参集場所及び執務室は、市役所１１３会議室とす

る。 

ウ 参集した被災宅地危険度判定士の受付を行い、名簿を作成する。 

エ 判定調査員は、被災宅地危険度判定士に対し、判定調査方法等についてガ

イダンスを行う。 

オ 必要な判定資機材は建物班が準備する。 

カ 参集場所から現地への応急危険度判定士の輸送方法は、原則として応急危

険度判定士自らが手配した車又は徒歩とし、状況により実施本部が手配した

自転車又はバスを利用することも検討する。 

キ 被災宅地危険度判定士の食料は、災害対策本部に連絡し必要数を確保して 

おく。 

ク 被災宅地危険度判定士の宿泊先は、災害対策本部に別紙「受援シート」で

要請し、富士山世界遺産班から宿泊先の指示を受ける。 

 

⑶ 受援業務の内容 

  平成９年５月に創設された都道府県、政令指定都市等で構成する「被災宅地危

険度判定連絡協議会」が作成したマニュアル等に沿って業務を行う。 

 ア 被災宅地危険度判定実施要綱（平成 10年 2月 6日施行） 

 イ 被災宅地危険度判定業務・実施マニュアル 

 ウ 被災宅地の調査・危険度判定マニュアル 

 エ 擁壁・のり面等被害状況調査、危険度判定票作成の手引き 

 オ 実施本部マニュアル 

 カ 判定調整員業務マニュアル 

※上記以外の様式は、被災宅地危険度判定連絡協議会ホームページ関係様式集を参照。 
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４ 応急仮設住宅建設業務 

⑴  担当 

資産活用班（資産活用課） 

 

⑵ 受援体制 

ア 災害対策本部から応急仮設住宅建設の指示があった場合に、規模等を判断

して他自治体からの受援が必要な場合は、別紙「受援シート」により災害対

策本部へ要請する。 

イ 資産活用班のリーダーは、他自治体から応援職員に対して、応急仮設住宅

整備計画の内容などを説明し、担当建設地区の応急仮設住宅建設工事の設計、

監理監督業務にあたってもらう。 

ウ 必要に応じミーティングを行い、業務に支障がないように努める。 

エ 執務室は、資産活用課の西側スペースとし、椅子、机を用意する。 

オ 休憩室は、リフレッシュルームとする。 

カ 必要な資機材は資産活用班が準備する。 

キ 支援者の食料は、災害対策本部に連絡し、必要数を確保しておく。 

ク 支援者の宿泊先は、災害対策本部に要請し富士山世界遺産班から宿泊先の

指示を受ける。  

ケ 支援者の移動は、公用車、バイク、徒歩によるものとする。 

   

⑶ 受援業務の内容 

ア 富士宮市応急仮設住宅整備計画に基づき、応急仮設住宅の建設を行う。 

イ 応急仮設住宅建設工事の設計、監理監督業務 

 
⑷ 応急仮設住宅建設予定場所              

 
令和３年４月現在 

 場  所 戸数  場  所 戸数 

１ 外神東公園 ２４ 15 白尾山公園 ７６ 

２ 物見山球場 １０９ 16 神田川南公園 １０ 

３ 城山公園 １２２ 17 粟倉南公園 ２０ 

４ 上井出スポーツ広場 １０８ 18 明星山球場 １３８ 

５ 万野公園グランド ６０ 19 野読公園（城北町） ８ 

６ 向田公園（西小泉町） １８ 20 万野４区区民館東側  １６ 

７ 中尾公園（西小泉町） ７ 21 外神スポーツ広場 １３８ 

８ 清水公園（西小泉町） ９ 22 芝川スポーツ広場 ６４ 

９ 野読公園東側（城北町） １８ 23 白糸自然公園 １５４ 

10 
中里東町地内（621） 
田中青木線事業用地 

１２ 2４ 西富士宮駅西側 １６ 

11 宮原１区区民館北側 １０ 2５ 杉田運動公園 ３０ 

12 舞々木墓地 ５５ 26 淀川北公園 １２ 

13 貫戸多目的広場 ４２ 27 淀川中公園     ８ 

14 星山多目的広場 ７２ 計  １，２７８ 
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５ 建物被害認定調査業務 

  ⑴ 担当 

    財政班（資産税課・収納課・市民税課） 

 

  ⑵ 受援体制 

   ア 受援が必要な場合は、別紙「受援シート」により災害対策本部へ要請する。 

    ※ 受援は、「中越大震災ネットワークおぢや」へ要請する。また、被害の状

況によっては、災害時応援協定に基づき「静岡県土地家屋調査士会」及び

「災害時相互応援協定市」へ要請する。 

   イ 建物被害認定調査員の参集場所及び執務室は、市役所７１０会議室とする。 

   ウ 参加建物被害認定調査員の名簿を作成する。 

   エ 建物被害認定調査責任者は、参加建物被害認定調査員に対して簡単な研修

を行い、業務内容などを説明し、調査区域を指示して調査にあたってもらう。

また、業務終了後もミーティングを行い翌日に備える。 

   オ 休憩室は、７２１・７２２会議室とする。 

   カ 必要な建物被害認定調査用資機材は財政班が準備する。 

キ 建物被害認定調査員の食料は、災害対策本部に連絡し必要数を確保してお 

く。 

ク 建物被害認定調査員の宿泊先は、災害対策本部に要請し富士山世界遺産班

から宿泊先の指示を受ける。  

   ケ 建物被害認定調査員の移動は、公用車及び徒歩によるものとする。 

    

  ⑶ 受援業務の内容 

    災害対策基本法第９０条の２（り災証明書の交付）、富士宮市税条例第６８条

第 1 項（固定資産税の減免）に基づき、平成２５年６月に内閣府（防災担当）

が作成した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に沿って住家の判定業

務を行う。 

 

  ⑷ 連絡先等 

   ア 中越大震災ネットワークおぢや 小千谷市役所危機管理課内 

     ☎０２５８－８３－３５１５   FAX０２５８－８３－２７８９ 

    ※ ２００４年１０月２３日に発生した新潟県中越地震で得た知恵や教訓を

収集し、発信し共有するとともに、次の災害でアドバイスやノウハウを提

供することを目的に組織された。 

   イ 静岡県土地家屋調査士会 

     ☎０５４－２８２－０６００   FAX０５４－２８２－０６５０ 

   ウ 災害時相互応援協定市 ３３ページ参照 
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６ 道路・河川・橋梁・建物等の復旧業務 

⑴  担当 

   都市整備部（道路課・河川課・都市整備課・建築住宅課） 

事務局調整班 

 

  ⑵ 受援体制 

   ア 受援が必要な場合は、別紙「受援シート」により災害対策本部へ要請する。 

   イ 支援者の執務室は、市役所５１０会議室とする。 

   ウ 必要な資機材等は、都市整備部が準備する。 

   エ 休憩室は、リフレッシュルームとする。 

オ 支援者の食料は、災害対策本部に連絡し、必要数を確保しておく。 

カ 支援者の宿泊先は、災害対策本部に要請し、富士山世界遺産班から宿泊先

の指示を受ける。  

   キ 支援者の移動は、公用車及び徒歩によるものとする。 

   ク 道路啓開に支障となる建物等の撤去は、建築住宅課が一般社団法人静岡県

解体工事業協会及び静岡県鳶工業連合会富士宮地区へ連絡し、作業地区及び

作業内容の打ち合わせを行い作業にあたってもらう。 

   ケ 緊急輸送路の確保のための道路啓開及び応急復旧については、道路課が富

士宮建設業協同組合へ連絡し、作業地区及び作業内容の打ち合わせを行い、

作業にあたってもらう。 

   コ 災害復旧に必要となる道路河川等の応急復旧工事の設計、測量業務につい

ては、工事検査課が、一般社団法人静岡県測量設計業協会より受領した災害

応急業務協力者名簿から選定した業者へ連絡し、被災地区及び業務内容を説

明し、作業にあたってもらう。 

 

  ⑶ 受援業務の内容 

   ア 道路啓開に支障となる建物等の撤去 

イ 緊急輸送路の確保のための道路啓開 

ウ 災害査定・実施設計のための測量・設計業務 

   エ 道路、河川、公共建物の復旧のための実施設計及び監督業務 

    

  ⑷ 連絡先等 

   ア 富士宮建設業協同組合 

     ☎０５４４－２７－５５２６    FAX０５４４－２７－５５２７ 

   イ 一般社団法人静岡県解体工事業協会 

     ☎０５４－２８８－７７６１   FAX０５４－２８８－７７６１  

   ウ 静岡県鳶工業連合会富士宮地区（村野組） 

     ☎０５４４－６５－００４１   FAX０５４４－６５－２３３４ 

   エ 一般社団法人静岡県測量設計業協会 

     ☎０５４－２５２－０３２２   FAX０５４－２５１－７９５７ 
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７ 上水道の復旧・応急給水業務 

  ⑴ 担当 

   水道業務班（水道業務課）・水道工務班(水道工務課） 

 

⑵  受援体制 

   ア 地震・異常渇水等により受援が必要な場合は、災害対策本部と協議した上

で、「公益社団法人日本水道協会静岡県支部災害時相互応援要綱等」に基づき、

東部ブロック（ブロック代表都市：沼津市）に下記内容を報告し応援要請す

る（要綱の様式第１号）。 

    (ｱ) 災害の状況 

(ｲ) 必要とする資機材、物資等の品目及び数量 

(ｳ) 必要とする職員の職種別人員 

(ｴ) 応援場所及び経路 

(ｵ) 応援の期間 

(ｶ) その他必要事項 

   イ 「災害時等の給水活動に関する協定書」により、応急給水が必要な場合は、

下記協定先に応援要請を行う。 

    (ｱ) ㈱富士ミルク 

    (ｲ) ㈲富士豊茂牛乳運送 

    (ｳ) 富士正酒造㈾ 

    (ｴ) 牧野酒造㈾ 

    (ｵ) 富士高砂酒造㈱ 

    (ｶ) 富士錦酒造㈱ 

   ウ 災害等の発生時において、応急対策活動が必要であると認めたときは、「災 

害時等における水道の応急対策活動に関する協定書」により、ヴェオリア・ 

ジェネッツ㈱中部支店に協力を要請する。 

エ 「災害時相互応援協定」により、協定締結団体に応援要請を行う。 

オ 支援者の執務室は市役所６１０会議室とする。 

   カ 休憩室は、リフレッシュルームとする。 

キ 支援者の食料は、災害対策本部に連絡し、必要数を確保しておく。 

ク 支援者の宿泊先は、災害対策本部に要請し、富士山世界遺産班から宿泊先

の指示を受ける。  

   ケ 支援者の移動は、原則支援者の車両等を利用する。ただし、必要に応じて

公用車を使用する。 

    

  ⑶ 受援業務の内容 

   ア 応急給水作業 

イ 応急復旧作業 

ウ 応急復旧用資機材・物資等の提供 

エ 災害査定用の設計業務 

   オ 水道施設の復旧のための実施設計及び監督業務 



17 

 

   

⑷ 連絡先等 

   ア 沼津市水道総務課 

     ☎０５５－９３４－４８５１   FAX０５５－９３１－８１０１ 

     ※閉庁時は、「公益社団法人日本水道協会静岡県支部災害時連絡票」により

連絡をとる。 

イ 富士宮市管工事協同組合 

     ☎０５４４－２３－７０７０   FAX０５４４－２３－９０１６  

   ウ ㈱富士ミルク 

     ☎０５４４－５４－０８１９   FAX０５４４－５４－２７１７ 

   エ ㈲富士豊茂牛乳運送 

     ☎０５４４－５２－１２０１   FAX０５４４－５２－１２０１ 

   オ 富士正酒造㈾ 

     ☎０５４４－５２－０３１３   FAX０５４４－５２－０３１４ 

カ 牧野酒造㈾ 

  ☎０５４４－５８－１１８８   FAX０５４４－５８－５７７８ 

   キ 富士高砂酒造㈱ 

☎０５４４－２７－２００８   FAX０５４４－２３－１７５２ 

    ク 富士錦酒造㈱ 

☎０５４４－６６－０００５   FAX０５４４－６６－００７６ 

ケ ヴェオリア・ジェネッツ㈱中部支店 

☎０５２－９３０－５５１３   FAX０５２－９３０－５５１４ 

◆県支部会員所属ブロック（３７会員） 

東 部 中 部 西 部 

沼津市 伊豆市  静岡市 浜松市 

熱海市 伊豆の国市  焼津市  磐田市 

三島市  東伊豆町  藤枝市  掛川市 

伊東市  函南町  島田市  袋井市 

小山町  長泉町  静岡県  湖西市 

富士市  西伊豆町  御前崎市  菊川市 

御殿場市  南伊豆町  牧之原市  森町 

富士宮市  松崎町  吉田町  

下田市 河津町 川根本町  

裾野市   大井上水道企業団  

   静岡県大井川広域 

水道事企業団 
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 ⑸ 応援要請・被害状況報告フロー図 

 
 
                            
 

 

 

 

■応援要請（要綱様式第１号） 

■被害状況報告 

■応援隊派遣 

 

 

                              各ブロック代表都市 

 

                         

                        ■被害状況報告・応援要請    

 

■被害状況調査 

  

                        ■被害状況の確認  

                         ■応援隊の調整・決定・派遣 

 

        

       ■応援要請 

       ■応援隊派遣調整 

 
   
 
 
 

       ■応援要請 

       ■応援隊派遣調整 

 

                        ■応援隊派遣 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

地震・異常渇水等により被害発生 

（被災都市） 

東部（沼津市） 中部（静岡市） 西部（浜松市） 

静岡県支部事務局（静岡市） 

中部地方支部事務局（名古屋市） 

中部地方支部管内各県支部長 

◎「公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定」 
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 ８ 下水道の応急復旧業務 

  ⑴ 担当 

       下水道班（下水道課） 

 

 ⑵ 受援体制 

ア 地震等により受援が必要な場合は、静岡県下水道防災計画に基づき県知事

（静岡県交通基盤部都市局生活排水課）へ要請する。 

 ・支援要請書（様式２－３） 

   イ 支援者の執務室は、下水道課及び市役所５１０会議室とする。 

   ウ 休憩室は、リフレッシュルームとする。 

エ 支援者の食料は、災害対策本部に連絡し、必要数を確保しておく。 

オ 支援者の宿泊先は、災害対策本部に別紙「受援シート」で要請し、富士山

世界遺産班から宿泊先の指示を受ける。  

   カ 支援者の移動は、原則支援者の車両等を利用する。ただし、必要に応じて

公用車を使用する。 

   

⑶ 受援業務の内容 

ア 災害の状況を把握する現地調査 

イ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第５条第１項の規定による 

災害報告に必要な資料の作成 

ウ 応急工事又は復旧工事が完了するまでの間、暫定的にその機能を確保する 

ために行う簡易消毒の実施、仮設ポンプの設置、その他の維持又は修繕に関 

する工事 

エ 災害査定に必要な設計図書その他の関係資料の作成（作成のために行う現 

地調査を含む。）及び災害査定への立会 

オ 上記に掲げる災害支援に附帯する支援 

 

  ⑷ 対象施設 

   ア 終末処理場 

   イ ポンプ場 

   ウ 管路 

 

＜参考＞ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 

第５条  第１条に規定する公共土木施設について災害が生じた場合においては、その公共   

土木施設が市町村の維持管理に属するものにあつては市町村長が都道府県知事に、都道府

県又は指定都市の維持管理に属するものにあつては都道府県知事又は指定都市の長が主務

大臣に、主務省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を報告しなければならない。  
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◆災害時支援フロー図 

 

 

         支援 

  

 

 

           支援要請              支援要請 

 

 

 

           支援要請   情報提供      支援要請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人 

日本下水道管路管理業

協会静岡県部会 

狩野川 

東部浄化センター 

西部浄化センター 

沼津土木 

事務所 

政令市 

土木事務所 

（沼津を除く） 

支援要請 被災自治体 

（県外） 

各ブロック 

幹事県 

被災自治体（県内） 

現地応援総括者（前線基地） 

静岡県交通基盤部都市局生活排水課 

地方共同法人  

日本下水道事業団 

静岡事務所 

伊豆地区 

代表市：三島市 

熱海市 伊東市 

下田市 南伊豆町 

伊豆市 伊豆の国市 

函南町   

東部地区 

代表市：沼津市 

富士市 富士宮市 

裾野市 御殿場市 

小山町 長泉町 

清水町 

中部地区 

代表市：島田市 

藤枝市 焼津市 

吉田町 

西部地区 

代表市：磐田市 

御前崎市 掛川市 

袋井市  湖西市 

菊川市  森町 

支

援 

支

援 
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 ９ り災証明の発行業務 

  ⑴ 担当 

    市民班（市民課） 

 

  ⑵ 受援体制 

   ア 受援が必要な場合は、別紙「受援シート」により災害対策本部へ要請する。 

   イ リーダーは、支援者に対して簡単な研修を行い、業務内容などを説明し配

置に就いてもらう。また、業務終了後に発行件数等の報告を受ける。 

   ウ 執務室は、市民課とする。 

   エ 休憩室は、リフレッシュルームとする。 

オ 支援者の食料は、災害対策本部に連絡し、必要数を確保しておく。 

カ 支援者の宿泊先は、災害対策本部に要請し、富士山世界遺産班から宿泊先

の指示を受ける。  

 

  ⑶ 受援業務の内容 

   ア 被災者支援センター及び財政班から申請書及びり災データの提供を受ける。 

   イ り災データ等から証明書を作成し、無料で発行する。 

 

  ⑷ 災害時支援フロー図（２次調査用） 

  ※１次調査は全棟調査のため、交付申請を待たずに実施する。（市職員が対応） 

             

 

                             

                 り災証明書交付申請 

                        

  

    

                 建物被害認定調査依頼 

 

 

                 建物被害認定調査の実施 

                 り災データの提供 

 

 

 

 

 

被災者 

被災者支援センター 

災害対策本部 

財政班 

市民班 

調査日等の日程調整 

り災証明発行 
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10 保険証再交付等の業務 

⑴ 担当 

    保険年金班（保険年金課） 

   

⑵ 受援体制 

   ア 受援が必要な場合は、別紙「受援シート」により災害対策本部へ要請する。 

   イ リーダーは、支援者に対して簡単な研修を行い、業務内容などを説明し配

置に就いてもらう。また、業務終了後に発行件数などの報告を受ける。 

   ウ 執務室は、保険年金課とする。 

   エ 休憩室は、リフレッシュルームとする。 

オ 支援者の食料は、災害対策本部に連絡し、必要数を確保しておく。 

カ 支援者の宿泊先は、災害対策本部に要請し、富士山世界遺産班から宿泊先

の指示を受ける。  

 

  ⑶ 受援業務の内容 

   ア 被災及び避難時において、保険証等を消失及び紛失した被保険者に対し、

申請に基づき再交付する。（国保・後期） 

   イ 被災による減免申請の受付 

   ウ 医療機関からの資格確認への対応 

   エ 高額療養費の支給申請受付 

   オ 年金受給に関する相談対応（支払確認等） 
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11 税に関する業務 

⑴ 担当 

    財政班（市民税課・資産税課・収納課） 

  

⑵ 受援体制 

   ア 受援が必要な場合は、別紙「受援シート」により災害対策本部へ要請する。 

   イ リーダーは、支援者に対して簡単な研修を行い、業務内容などを説明し配

置に就いてもらう。 

   ウ 執務室は、各課の執務室とする。 

   エ 休憩室は、リフレッシュルームとする。 

オ 支援者の食料は、災害対策本部に連絡し、必要数を確保しておく。 

カ 支援者の宿泊先は、災害対策本部に要請し、富士山世界遺産班から宿泊先

の指示を受ける。  

 

  ⑶ 受援業務の内容 

   ア 市民税課 

・ 市県民税の賦課に関する業務 

・ 軽自動車税の賦課に関する業務 

・ 法人市民税の賦課に関する業務 

   イ 資産税課 

     ・ 固定資産税の賦課に関する業務 

     ・ 都市計画税の賦課に関する業務 

  ウ 収納課 

・ 徴収等に関する業務 
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12 仮設住宅の申込み受付・入居手続き業務 

⑴  担当 

    建物班（建築住宅課） 

  

⑵ 受援体制 

   ア 受援が必要な場合は、別紙「受援シート」により災害対策本部へ要請する。 

   イ リーダーは、支援者に対して簡単な研修を行い、業務内容などを説明し配

置に就いてもらう。 

   ウ 執務室は、建築住宅課とする。 

   エ 休憩室は、リフレッシュルームとする。 

オ 支援者の食料は、災害対策本部に連絡し、必要数を確保しておく。 

カ 支援者の宿泊先は、災害対策本部に要請し、富士山世界遺産班から宿泊先

の指示を受ける。  

 

  ⑶ 受援業務の内容 

   ア 民間の借り上げ住宅の物件提供もあるため、住宅所有者等の意向調査 

   イ 住宅提供の意思のある住宅所有者等の情報管理 

   ウ 住宅提供の意思のある住宅所有者等との建物賃貸借契約の締結 

   エ 応急仮設住宅と応急借上げ住宅の必要戸数の把握及び配分調整 

   オ 応急仮設住宅と応急借上げ住宅の支援があることの被災者等への周知 

   カ 応急仮設住宅と応急借上げ住宅の募集・申し込み窓口業務（入居手続き） 

    

  ⑷ 応急仮設住宅の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害発生 復旧期 復興期 

避  

難  

所  

等 

公営住宅等 
（国の宿舎等も含む） 

その他 

仮設住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅再建 

災害公営住宅等 

応急借上げ住宅 
（民間賃借住宅） 

応急仮設住宅 
（建設仮設） 
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 １３ 市民及び外国人市民における被災者への総合支援業務（被災者支援センター） 

⑴ 担当 

    市民生活班（市民生活課）・市民交流班（市民交流課） 

 

⑵ 受援体制 

   ア 受援が必要な場合は、別紙「受援シート」により災害対策本部へ要請する。 

   イ 外国人被災者の対応の支援者については、対応可能言語等を確認し名簿を 

作成する。 

   ウ 執務室は、市役所市民生活課及び市民交流課（又は別会議室）とする。    

   エ 休憩室はリフレッシュルームとする。 

   オ 必要なパソコン等は市民生活班又は市民交流班が準備する。 

   カ 支援者の移動は、自転車、バイク、徒歩によるものとする。 

    （遠距離の場合は、公用車の使用とする。） 

キ 支援者の食料は、災害対策本部に連絡し、必要数を確保しておく。 

ク 支援者の宿泊先は、災害対策本部に要請し、富士山世界遺産班から宿泊先 

の指示を受ける。  

 

⑵  受援業務の内容   

   ＜被災者支援センター・女性とＬＧＢＴの救援救護窓口＞ 

ア 相談業務 

・  相談内容を傾聴 

・  相談内容記録 

・  職員と相談し担当課窓口へ連絡 

・  相談内容集計 

 

イ 専門相談の実施 

・行政書士会、司法書士会、弁護士会の支援を受け、被災者への相談を行う。 

 

＜外国人の救護窓口＞ 

ア 情報発信内容の翻訳 

・ 市が報道提供する内容 

・ 避難所で必要な情報 

 

イ 情報の発信 

・ ホームページ、フェイスブック等への掲載 

・ メール登録者への発信 

・ 多文化共生に関わる情報の発信 

・ 問い合わせへの対応（メール、電話等） 

 

ウ 情報収集 

・ 安否確認（避難者リスト、他の外国人等あらゆる方面から情報収集） 
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・ 支援制度及び出入国の手続きに関する情報 

 

エ 避難所巡回 

・ 外国人の避難情報に基づき、巡回相談業務 

・ 外国人支援窓口での窓口業務 

・ 外国人支援窓口での相談業務 

・ 諸手続きの際の通訳派遣及び通訳業務 

 

１４ 避難所等における保健衛生活動業務 

 ⑴ 担当 

    医療救護・健康支援班（健康増進課） 

  

⑵ 受援体制 

   ア 受援が必要な場合は、ふじのくに防災情報共有システム（FUJISAN）での

県への派遣要請や、別紙「受援シート」により災害対策本部へ要請する。 

イ リーダーは、支援者に対して簡単な研修を行い、業務内容などを説明し配

置に就いてもらう。また、業務終了後もミーティングを行い翌日に備える。 

   ウ 執務室は、保健センター内の会議室等とする。 

   エ 休憩室は、保健センター内に設置する。 

オ 支援者の食料は、災害対策本部に連絡し、必要数を確保しておく。 

カ 支援者の宿泊先は、災害対策本部に要請し、富士山世界遺産班から宿泊先

の指示を受ける。 

   キ 支援者の移動は、医療救護・健康支援班が公用車等を用意する。 

 

  ⑶ 受援業務の内容 

    避難した市民等の健康管理のため、以下の活動を実施する。 

   ア 保健衛生活動 

     保健師等を派遣し、健康調査及び健康状況の把握、健康相談、健康教育、

環境整備、衛生管理、感染症予防等の健康支援を行う。 

   イ 精神保健衛生活動 

     心のケアチームや市医師会に要請し、精神保健班を編成し、相談やカウン

セリング等の医療の提供、精神疾患の早期発見や、心の健康管理の啓発活動

を行う。 

   ウ 口腔衛生管理活動 

     富士宮市歯科医師会に要請し、口腔衛生班を編成し、応急措置、口腔疾患

や誤嚥性肺炎の予防に対する口腔衛生指導を行う。 
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 １５ 災害ガレキ処理業務 

 ⑴ 担当 

    生活環境班（生活環境課） 

  

⑵ 受援体制 

   ア 受援が必要な場合は、別紙「受援シート」により災害対策本部へ要請する。 

イ リーダーは、支援者に対して簡単な研修を行い、業務内容などを説明し配

置に就いてもらう。また、業務終了後もミーティングを行い翌日に備える。 

   ウ 執務室は、生活環境課とする。 

   エ 休憩室は、リフレッシュルームとする。 

オ 支援者の食料は、災害対策本部に連絡し、必要数を確保しておく。 

カ 支援者の宿泊先は、災害対策本部に要請し、富士山世界遺産班から宿泊先

の指示を受ける。  

 

  ⑶ 組織体制 

   ア 総括・記録班 

全体の統括及びガレキ処理が完了するまでの全般的な実施事項の記録 

   イ 庶務班    

     事務手続き全般、国庫補助申請、経理等 

   ウ 巡視班 

     市内各地の被害や撤去・処理の進捗状況を把握し、情報収集班に報告する。 

   エ 情報収集班 

     巡視班からの情報や関係部署、業者、団体等の状況等を整理する。 

   オ 連絡調整班 

     各班への連絡調整、処理業者や協定先、関係自治体との連絡調整、市民へ 

の広報 

   カ 収集運搬業務班 

     集積所での収集、市による収集、仮置場への収集運搬車両の配備、資機 

材の準備、必要に応じてガレキの収集を行う。 

   キ 仮置場班 

     候補地選定及び開設、受入れ調整、ガレキの状態や場内の環境管理・ 

    モニタリング 

   ク 処理困難物対応策班 

     有害廃棄物や適正処理が困難な廃棄物の対策（保管から管理まで） 
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 ⑷ 処理フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガレキ・残骸物処理対策組織の設置 

情 報 の 収 集 

巡       回 

発 生 量 の 推 計 

仮置場、仮設処理場の開設（確保） 

処 理 施 設 の 確 保 

関係団体への協力要請 

ガレキ・残骸物処理計画による処理の実施 

関係団体への協力要請 
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  ⑸ 関係団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者名 住所 TEL FAX 

富士宮清掃有限会社 西町 22-21 27-2936 27-2９37 

有限会社芝川清掃 大鹿窪 349-1 67-0390 67-0390 

合資会社一光 淀師 1168-7 27-2438 27-2439 

株式会社第一 阿幸地町 183 26-2953 26-2953 

株式会社エコネコル 山宮 3507-19 58-5800 58-5807 

株式会社ミダック富士宮営業所 山宮 3507-20 58-5858 58-5863 

コアレックス信栄株式会社 

富士工場 
富士市中之郷 575-1 0545-56-2513 0545-56-2511 

株式会社高野実業 万野原新田 3748-1 27-3295 24-3142 

安藤紙業株式会社 

富士川営業所 
富士市中之郷 1039 0545-56-2288 0545-56-2290 

富士宮建設業協同組合 宮原 470-5 27-5526 27-5527 

職業訓練法人  

全国建設産業教育訓練協会  

富士教育訓練センター 

根原字宝山 492-8 52-0968 52-1336 
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１６ 避難所の連絡調整業務 

⑴ 担当 

    地区担当総括班（監査委員事務局） 

  

⑵ 受援体制 

   ア 受援が必要な場合は、別紙「受援シート」により災害対策本部へ要請する。 

イ 各避難所のリーダーは、支援者に業務内容を説明し配置に就いてもらう。 

   ウ 支援者の執務場所は、各避難所の地区本部等とする。 

エ 支援者の食料は、災害対策本部に連絡し、必要数を確保しておく。 

オ 支援者の宿泊先は、災害対策本部に要請し、富士山世界遺産班から宿泊先

の指示を受ける。  

 

⑶  受援業務の内容 

 ア 災害対策本部への連絡調整 

 イ 避難所運営の支援 

 ウ 地区内の情報収集 

 エ 避難所と地区本部が違う場合は、各避難所との連絡調整 

 オ 避難状況の把握 

 カ 災害状況の提供 

 キ 緊急物資、食品、飲料水の供給配分の協力 

 ク 市防災倉庫の管理 

 ケ 災害時要援護者の専門施設等への移送依頼 
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１７ 災害ボランティア活動業務（派遣要請・受け入れ・配置） 

 

⑴  担当 

    ボランティア班（高齢介護支援課） 

    

⑵  受援体制 

 ア 災害ボランティアセンターの設置 

災害対策本部と社会福祉協議会及び災害ボランティアコーディネーター富 

士宮連絡会との連携のもと、富士宮市総合福祉会館に災害ボランティア本 

部を設置する。 

 イ 資機材 

資機材については、市に備蓄されている資機材と、災害ボランティアセン  

ターに備蓄されている資機材を活用する。なお、不足する資機材については、 

災害ボランティアセンターから市災害対策本部に依頼し調達する。 

 ウ 食料等 

   食料や水の不足が解消されたような場合には、ボランティアに食料等の配給

を検討する。 

 エ 宿泊場所 

   宿泊場所については、原則としてボランティア自身が確保する。なお、市が

災害協定を締結している次の場所での寝泊りも可能 

     ・宗教法人大石寺（南側駐車場） 

     ・富士宮市仏教会（各寺の駐車場） 

       日蓮宗四区（２１寺）・日蓮宗五六区（１５寺）・曹洞宗（８寺） 

       浄土宗、浄土真宗（５寺） 

     ・株式会社時之栖花の湯（富嶽温泉花の湯駐車場） 

     ・ゲストハウスフォレスト・ヒルズ（駐車場） 

   オ 災害ボランティアセンターの運営 

     災害ボランティアセンターの運営については、知識・経験のある災害ボラ

ンティアコーディネーターを中心に行い、金銭の授受の業務や報道対応につ

いては、市担当職員や社会福祉協議会職員が対応する。 

    ＜主な役割＞ 

     ・県内外から応援に来るボランティアの相談、受付、配置整備 

     ・ボランティア活動保険の加入手続き 

     ・避難所における生活支援などの個別ニーズの集約 

     ・広報ふじのみや（臨時版）への情報収集及び提供 

     ・県災害ボランティア本部及び活動拠点施設等との連絡調整等 

   

⑶ 受援業務の内容 

   ア ガレキの処理 

   イ 土砂の撤去 

   ウ 物資等の配給 

   エ 避難所等の支援活動 

   オ その他要望のある業務 
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◆災害ボランティアセンターレイアウト（富士宮市総合福祉会館１階フロア） 
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Ⅲ 災害時相互応援協定 

 

 １ 国関係 

 

・国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所＜道の駅＞ 

道の駅「朝霧高原」の管理に関する協定書         平成18年 6月16日締結 

・国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所＜駐車施設・散策周遊路＞ 

一般国道１３９号道の駅「朝霧高原」に隣接する施設の管理に関する覚書 

平成18年 6月16日締結 

・国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所 

災害時における道の駅等施設使用に関する覚書     平成22年 7月26日締結 

・国土交通省中部地方整備局＜リエゾン派遣＞ 

災害時の情報交換に関する協定                   平成23年 3月15日締結 

・国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所 

ヘリポートの使用に関する協定                   平成29年 6月13日締結 

 

２ 県関係 

 

・静岡県消防相互応援協定に基づく覚書               昭和62年 3月 2日締結 

改定 平成 9年 9月26日締結 

・一般廃棄物処理に関する災害時等の相互援助に関する協定 

平成13年 3月30日締結 

 

３ 市町村関係 （１３市町、３団体） 

 

・滋賀県近江八幡市                 平成 8年 4月23日締結 

・神奈川県南足柄市                 平成17年 6月21日締結 

・神奈川県秦野市                  平成20年 5月27日締結 

・東京都日野市                   平成21年12月18日締結 

・静岡県富士市                   平成22年 4月 1日締結 

・大阪府箕面市                   平成23年 8月24日締結 

・栃木県小山市、兵庫県西宮市、福井県あわら市、富山県南砺市 

平成26年10月26日締結 

・長野県諏訪市                   平成27年 4月10日締結 

・岩手県大槌町                   平成29年 8月 8日締結 

・岩手県山田町                   平成29年 8月 8日締結 
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４ 民間の組織関係（１０６団体、１１２協定） 

※ 富士宮農業協同組合(２協定)、イオンリテール（３協定）、富士高砂酒造（２協

定）、牧野酒造（２協定）、富士錦酒造（２協定）、富士正酒造（２協定）及び全国

建設産業教育訓練協会（２協定）は、市と複数の支援協定を締結しているため、(1)

～(9)の団体数の合計とは一致していない。 

 

⑴ 応急物資等の調達に関する協定（３７団体、３７協定） 

 

・富士宮農業協同組合                                昭和56年11月10日締結 

・太洋紙業株式会社                                  昭和56年11月10日締結 

・富士宮薬業会                                      昭和56年11月20日締結 

・株式会社丸繁                                      昭和56年11月20日締結 

・静岡県わた寝具商工組合富士宮支部                  昭和56年11月20日締結 

・中川衣料株式会社                                  昭和56年11月20日締結 

・シンコーラミ工業株式会社                          昭和56年11月20日締結 

・静岡県電機商業組合富士宮支部                      昭和56年11月20日締結 

・株式会社マキヤ                                    昭和56年11月20日締結 

・株式会社タケウチ                                  昭和56年11月20日締結 

・株式会社小野田本店                                昭和56年11月25日締結 

・有限会社丸和食品                                  昭和56年11月25日締結 

・信栄製紙株式会社                                  昭和56年11月25日締結 

・足袋庄商店                                        昭和56年11月27日締結 

・株式会社西川                                      昭和56年11月27日締結 

・株式会社トンボヤ                                  昭和56年12月 1日締結 

・株式会社スーパーよどばし                          昭和56年12月14日締結 

・株式会社スーパーよどばしデイズ万野原店            平成 9年 5月 9日締結 

・生活協同組合ユーコープしずおか県本部              平成 9年 4月22日締結 

・株式会社エンチョージャンボエンチョー富士宮店      平成 9年11月15日締結 

・アサヒ飲料株式会社富士山工場                      平成16年 6月30日締結 

・大徳食品株式会社富士宮事業所                      平成16年 6月30日締結 

・株式会社東食品                                    平成16年 9月15日締結 

・株式会社松屋フーズ富士山工場                      平成18年 6月 8日締結 

・イオンリテール株式会社イオン富士宮店              平成18年 9月 6日締結 

・静岡県石油商業組合富士宮支部                       平成23年 9月30日締結 

・株式会社カインズ                                  平成24年 5月 8日締結 

・マックスバリュ東海株式会社                        平成25年 8月 1日締結 

・５日で５０００枚の約束。プロジェクト実行委員会    平成28年 5月27日締結 

・アイパックスイケタニ株式会社                      平成29年 1月20日締結 

・富士地区学校生活協同組合                           令和元年 5月13日締結 

・株式会社ナフコ                                令和 2年 3月 2日締結 

・富士錦酒造株式会社                              令和 2年12月 1日締結 

・牧野酒造合資会社                               令和 2年12月 1日締結 

・富士高砂酒造株式会社                             令和 2年12月 1日締結 

・富士正酒造合資会社                              令和 2年12月 1日締結 

・株式会社ゼンリン中部支社                           令和 3年 3月 8日締結 

 

⑵ 施設の提供等に関する協定（１１団体、１２協定） 
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・イオンリテール株式会社イオン富士宮店               平成18年 9月 6日締結 

令和 3年 4月13日締結 

・学校法人富嶽学園日本建築専門学校                   平成20年 3月28日締結 

・宗教法人大石寺                                     平成20年12月 4日締結 

・株式会社時之栖（花の湯）                           平成21年 7月 7日締結 

・富士宮市仏教会                                     平成21年 9月 8日締結 

・ゲストハウスフォレスト・ヒルズ                     平成21年11月17日締結 

・富士宮旅館料理組合                                 平成22年 1月29日締結 

・株式会社富士山                                     平成22年 7月26日締結 

・職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会 富士教育訓練センター 

[災害時における施設利用に関する覚書]              平成22年 7月26日締結 

・休暇村富士                                         平成26年 6月 2日締結 

・株式会社 アマダホールディングス                    平成28年 9月 7日締結 

    

 

⑶ 福祉施設等の使用に関する協定（１２団体、１２協定、１５施設） 

 

・社会福祉法人天竜厚生会[特別養護老人ホームしらいと] 平成 8年11月 1日締結 

・社会福祉法人富士厚生会[特別養護老人ホーム富士宮荘] 平成 8年11月 1日締結 

・社会福祉法人岳南厚生会[特別養護老人ホーム高原荘]   平成 8年11月 1日締結 

・医療法人社団鵬友会[介護老人保健施設リバブルケア]   平成 8年11月 1日締結 

・一般財団法人富士心身リハビリテーション研究所 

[介護老人保健施設富士ケアセンター]        平成 8年11月 1日締結 

・社会福祉法人湖成会[特別養護老人ホーム百恵の郷]     平成12年12月27日締結 

・社会福祉法人富士宮福祉会[特別養護老人ホーム星の郷] 平成14年 8月15日締結 

・医療法人社団仁信会[老人保健施設みゆきの苑]         平成14年 8月15日締結 

・社会福祉法人富士旭出学園 

[富士厚生園・富士清心園・富士明成園］ 平成15年 9月17日締結 

・社会福祉法人山寿会サンライズあかつき[ あかつき園]  平成15年 9月17日締結 

・社会福祉法人富士厚生会[障害者支援施設三和荘］      平成15年 9月17日締結 

            ［障がい者福祉センター小泉］ 平成30年 6月22日締結 

・社会福祉法人インクルふじ[生活介護事業所らぽ～と]   平成28年 3月22日締結 

 

⑷ 緊急輸送業務に関する協定（６団体、５協定） 

 

・富士宮市介護保険事業者連絡協議会、 

富士宮市障害福祉サービス事業者連絡協議会       平成24年 1月31日締結 

・一般社団法人静岡県トラック協会                 令和 3年 1月14日締結 

・清観光株式会社                                     平成27年11月 2日締結 

・富士急静岡バス株式会社                             平成27年11月 2日締結 

・山梨交通株式会社                               平成31年 1月25日締結 

 

⑸ 建物、工作物等の応急復旧に関する協定（４団体、４協定） 

 

・富士宮建設業協同組合                               平成12年 8月31日締結 

・一般社団法人静岡県解体工事業協会                   平成17年 6月23日締結 
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・静岡県鳶工業連合会富士宮地区                       平成20年 2月 6日締結 

・一般社団法人静岡県測量設計業協会                   平成27年 7月16日締結 

 

⑹ 給水に関する協定（８団体、８協定） 

 

・富士宮市管工事協同組合                             平成13年 2月 1日締結 

・株式会社富士ミルク                   平成26年 4月 2日締結 

・有限会社富士豊茂牛乳運送               平成26年 4月 2日締結 

・富士正酒造合資会社                    平成26年 4月 2日締結 

・牧野酒造合資会社                    平成26年 4月 2日締結 

・富士高砂酒造株式会社                 平成26年 4月 2日締結 

・富士錦酒造株式会社                    平成26年 4月 2日締結 

・ヴェオリア・ジェネッツ㈱                           平成28年 5月18日締結 

 

⑺ 遺体安置に関する協定（５団体、５協定） 

 

・富士宮農業協同組合おもいやり会館                   平成23年 1月28日締結 

・アルファクラブ静岡株式会社[富士互助センター吾峰殿] 平成23年 1月28日締結 

・株式会社藤原                                       平成23年 1月28日締結 

・一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会         平成29年 5月29日締結 

 ・有限会社渡辺冷蔵                  平成30年 2月 6日締結 

 

⑻ 情報収集に関する協定（５団体、５協定） 

 

・商業組合静岡県タクシー協会 富士・富士宮支部       平成27年11月13日締結 

 ・企業組合フジヤマドローン              平成29年12月18日締結 

  ・中日本ドローン協同組合               平成30年10月25日締結 

  ・静岡女性パイロットによるＩＣＴ活用促進企業組合   令和 3年 1月12日締結 

  ・株式会社バカン                   令和 3年 3月24日締結 

 

⑼ 役務の提供に関する協定書（２５団体、２４協定） 

 

・日本郵便株式会社                           平成 9年 7月30日締結 

                                                    令和3年3月19日再締結 

・株式会社第一                                      平成16年 6月30日締結 

・合資会社一光                                      平成16年 6月30日締結 

・株式会社ミダック                                   平成19年12月 5日締結 

・富士コミュニティエフエム放送株式会社               平成17年10月25日締結 

・静岡県理容生活衛生同業組合富士宮支部               平成20年 9月 8日締結 

・静岡県土地家屋調査士会                             平成21年 3月30日締結 

・ヤフー株式会社                                     平成25年 4月 1日締結 

・静岡県行政書士会                                   平成25年 6月 3日締結 

・Ａ.Ｃ.Ｃ.国際交流学園                              平成25年 8月30日締結 

・職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会 富士教育訓練センター 

 [災害がれき仮置場の維持管理に関する協定]           平成26年 3月11日締結 

・静岡県司法書士会                                   平成26年12月 1日締結 

・一般社団法人富士宮市医師会                         平成27年 3月27日締結 
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・一般社団法人富士宮市歯科医師会                     平成27年 3月27日締結 

・一般社団法人富士宮市薬剤師会                       平成27年 3月27日締結 

・静岡県弁護士会                                     平成28年 5月24日締結 

・富士宮信用金庫                                     平成28年12月14日締結 

  ・富士森林組合                                     平成30年 8月29日締結 

・富士宮木材協同組合                             平成30年 8月29日締結 

  ・株式会社エコネコル                 平成31年 3月15日締結 

  ・株式会社ヤマモト                  平成31年 3月15日締結 

・大栄環境株式会社                  令和 2年 3月17日締結 

  ・東京電力パワーグリッド株式会社・中部電力 

パワーグリッド株式会社               令和 3年11月30日締結 

・一般社団法人静岡県地質調査業協会            令和 4年 1月14日締結 
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Ⅳ 受援が必要な場合の手続き 

  各班で受援が必要な場合は、別紙「受援シート」を作成し、災害対策本部に申請

すること。 

なお、「Ⅰ計画の基本方針 ４受援が必要と予想される業務」以外で、受援が必要

な業務が発生した場合も同様の申請を行うこととする。 

 

Ⅴ その他 

  なお、本受援計画のほか、各業務において国、県の受援計画がある場合は、その

計画に沿って支援を受けることとし、団体名、内容等について災害対策本部に報告

すること。 

 

 ◆その他の計画 

１ 南海トラフ地震における静岡県広域受援計画 

２ 富士宮市消防本部緊急援助隊受援計画  
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受援シート（要請先：災害対策本部） 

１ 業務名  

２ 担当班名  

３ 業務の内容 □緊急業務   □経常業務 

４ 業務の時期 □初動時期   □応急対応期   □復旧復興期   □該当なし 

５ 受援の具体的業務  

 

６ 受援に必要な具体的 

職種・必要資格等 

 

 

７ 指揮調整体制 指揮命令者 (正) (連絡先) 

(副) (連絡先) 

受援担当者 (正) (連絡先) 

(副) (連絡先) 

８ 情報処理活動 □会議・ミーティング  □朝礼・終礼 

□その他（内容） 

９ 現場対応環境 執務スペース 

 

□有 □無（検討中） □不要  

場所  

ペア活動 □有 □無 

地図 □要 □不要 

資機材等 □有 □無 

10 マニュアル等 □有 

□無 

マニュアル等名： 

11 民間との協力関係 □可  

□一部可 

□一般ボランティア 

□専門職ボランティア 

□企業 □NPO・NGO 

□地域住民 

□不可  

12 宿泊先の確保 □要請 □富士宮駅周辺エリア （    名分） 

□西富士宮駅エリア  （    名分） 

□北部エリア     （    名分） 

□芝川エリア     （    名分） 

13 その他特記事項  

  災害対策本部処理欄 日時： 
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各種様式 

応急危険度判定支援要請書 （応急危険度判定 様式４） 
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被災宅地支援本部設置要請書 （様式２） 
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被災宅地危険度判定士・判定調査員支援要請書 （様式４） 
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被災に伴う応援活動の要請  

（公益社団法人日本水道協会静岡県支部災害時相互応援要綱 様式１） 
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下水道に関する職員派遣等の支援要請書 （静岡県下水道防災計画 様式２－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２８年６月２２日策定 

令和４年３月３１日一部改訂 
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